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災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定 

 

 

久喜市（以下「甲」という。）と生活協同組合さいたまコープ（以下「乙」という。）は、

甲乙間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、久喜市内に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合（以下「災害時」という。）に、市民生活の早期安定を図るため、食糧、

生活必需品等（以下「応急生活物資」という。）の調達及び供給等について、必要な事

項を定めるものとする。 

（協力内容） 

第２条 甲は、災害時に次の事項について、乙に対し、協力を要請することができる。 

(1) 応急生活物資の調達及び供給 

(2) 物資搬送車両の確保 

(3) 被災状況等の情報の提供 

２ 乙は、甲から要請を受けたときは、乙の保有する商品等の優先供給及び運搬について

積極的に協力するものとする。 

（要請の方法） 

第３条 甲が乙に要請するにあたっては、次に掲げる事項を口頭、電話等をもって要請し、

事後に文書（様式第１号）を提出するものとする。 

(1) 応急生活物資の種類及び数量 

(2) 応急生活物資の運搬先 

(3) その他必要な事項 

（報告） 

第４条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、次に掲げる事項を口頭、電話等で甲

に報告し、事後に報告書（様式第２号）を提出するものとする。 

(1) 供給した応急生活物資の種類及び数量 

(2) 運搬に要した車両の数量及び従事者の人数 

(3) その他必要な事項 

（経費の負担） 

第５条 甲の要請に基づき、乙が第２条に定める応急生活物資の供給及び運搬に要する経

費のうち次の経費は、甲が負担するものとする。 

(1) 供給した応急生活物資に要する経費 

(2) 運搬車両及び従事者に要する経費 

(3) その他甲が負担すべき経費 

（経費等の価格） 
第６条 経費等の価格は、災害時等の発生直前における乙での販売価格又は経費を基準と

して、甲及び乙が協議して定めるものとする。   



（経費の請求） 

第７条 乙は、業務が完了したときは、速やかに前条の費用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により請求された内容を確認したうえ、適当と認めたときは、速

やかに乙に支払うものとする。 
（ボランティア活動への支援） 

第８条 乙は、乙の組合員に対し、甲の実施する防災ボランティアへの協力を推進し、災

害時に実施する応急生活物資の配布等のボランティア活動を支援するものとする。 

（広域的な支援体制の整備） 

第９条 乙は、他の生活協同組合等との間で、災害時における相互支援の協定の締結等、

広域的な支援が受けられる体制の整備に努めるものとする。 

（連絡責任者） 

第１０条 協定に基づく業務を円滑に遂行するため、甲及び乙は、連絡調整及び指示を行

う連絡責任者をあらかじめ指定し、それぞれ通知するものとする。 

（法令の遵守） 

第１１条 この協定の施行に当たっては、消費生活協同組合法その他法令を遵守するもの

とする。 

（協定の期間） 

第１２条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲、乙いずれかから協

定の解消の申し出のない限り、同一の内容をもって継続するものとする。 

（協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定

めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保

有する。 
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